
〈介護保険・介護予防〉    料金一覧 ※2026 年 6 月更新 

 ※利用料金は、以下に地域区分加算（11．4）を乗じた合計の１割〜３割です。 

1. 基本利用料金 

 サービス内容略称 所要時間 要支援（１割の金額） 要介護（１割の金額） 

 予防・訪問看護１ 20 分未満 303 単位（345 円） 314 単位 (358 円) 

  予防・訪問看護２ 30 分未満 451 単位（514 円） 471 単位 (537 円) 

  予防・訪問看護３ 30 分以上 60 分未満 794 単位（905 円） 823 単位（938 円） 

 予防・訪問看護４ 60 分以上 90 分未満 1,090 単位（1,243 円） 1128 単位（1,286 円） 

 早朝（6 時〜8 時） 上記料金の 25%加算  

 夜間（18 時〜22 時） 上記料金の 25%加算 

 深夜（22 時〜翌朝 6 時） 上記料金の 50%加算 

 療法士によるリハビリ 40 分未満 568 単位 ( 648 円) 588 単位 (671 円) 

 療法士によるリハビリ 60 分未満 852 単位 (972 円) 882 単位 (1,006 円) 

2. 加算料金 

 長時間訪問加算 90 分を超えた場合 300 単位 

 複数名訪問加算（Ⅰ） 

２名の看護師等 

30 分未満 

30 分以上 

254 単位／回 

402 単位／回 

 複数名訪問加算（Ⅱ） 

看護師１名＋看護補助者 

30 分未満 

30 分以上 

201 単位 

317 単位 

 退院時共同指導加算 主治医等と連携し指導を行い、文書で提供した場合 600 単位 

  初回加算 新規に訪問看護計画書を作成した場合や要支援から要

介護認定への切り替え時 

退院当日の訪問 

300 単位（342 円） 

 

350 単位（399 円） 

 同一建物等に対する減算 同一建物 20 人以上 

同一建物 ５０人以上 

90/100 

85/100 

 看護・介護職員連携強化加算  250 単位 

 看護体制強化加算 （Ⅰ） 

（Ⅱ） 

（予防給付） 

550 単位／月 

200 単位／月 

100 単位／月 

   特別管理加算Ⅰ 月に１回 500 単位（570 円） 

  特別管理加算Ⅱ 月に１回 250 単位（285 円） 

  緊急時訪問看護加算 月に１回 600 単位（684 円） 

 ターミナルケア加算  2,000 単位 

 口腔連携強化加算 初回のみ 150 単位 



 

３． その他料金 

(1) 死後の処置料 

1５,000 円 

 

(2) キャンセル料 

利用者の都合によりサービスを中止した場合は規定の利用料金をいただきます。 

① 前日の１７時までに連絡をいただいた場合     …無料 

② 前日の１７時以降の電話、又は連絡がつかない場合 …当日の利用料（１０割） 

 

(3) 介護保険の適応範囲を超える場合 

① ３０分まで               5,000 円 

② ３０分を超える場合、３０分ごとに    5,000 円 


